
大台町公告第191号

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定(ご基づく所有不

動産の登記移転等に係る公告申請書が提出されたので、同条第2項の規定により、 下記の

とお り公告する。

令和5年10月26日

大台町長 大森 正

1 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

別紙1のとお り

2 申請不動産に関する事項

別紙1のとおり

3 異議を述べることができる範囲

申請不動産の表題部所有者若しくは所有権登記名義人若しくはこれらの相続人又は申

請不動産の所有権を有することを疎明する者

4 異議を述べることができる期間

令和5年10月26日か ら令和6年 1月26日

5 異議申出の方法

地方自治法施行規則 (昭和22年内務省令第29号)第22条の3第 2項の規定によ

る申出書及び関係書類

6 異議申出書等提出先

多気郡大台町佐原750番地

大台町総務課

電話番号 0 5 9 8-8 2-3 7 81



別 紙 1

1 申請 を行 った認可地縁団体の名称 、区域及び主たる事務所

称 清水区

域 多気郡大台町清滝 (清水)地内

主たる事務所 多気郡大台町清滝 485番 地1

2 申請不動産に関する事項

・土 地

地目 面積 (rrf) 所在地

山林 1 i 9 0 多気郡大台町清滝字清水谷 7 34番

山林 1 2 5 6 1 多気郡人台町清滝字清水谷 746番 2

山林 2 5 0 9 多気郡大台町清滝字表ケ谷 9 76番 1

山林 3 3 0 多気郡大台町清滝字表ケ谷 9 76番 2

山林 3 1 7 3 多気郡大台町清滝字表ケ谷 980番

所有者

氏名 住所

村田 喜市 多気郡荻原村大字清滝 2 2番 屋敷

村田 利市 多気郡荻原村大字清滝 23番屋敷

小伊豆 傳吉 多気郡荻原村大字清滝 25番 屋敷

村田 勘次郎 多気郡萩原村大字清滝 40番 屋敷

角谷 六助 多気郡萩原村大字清滝 61 3番 地

角谷 彌吉 多気郡萩原村大字清滝 8 84番 地

左近 冨五郎 多気郡萩原村大字清滝 3 5番 屋敷

角谷 國松 多気郡萩原村大字清滝 3 6番 屋敷

左近 兼助 多気郡萩原村大字清滝 3 7番屋敷

角谷 荘吉 多気郡萩原村大字清滝 44番屋敷の1

村田 1゙日 ロ 多気郡萩原村大字清滝 38番 屋敷

角谷 亀吉 多気郡萩原村大字清滝 34番屋敷

角谷 岩藏 多気郡萩原村大字清滝 47番屋敷

小藤 佐吉 多気郡萩原村大字清滝 26番 屋敷

小藤 彌惣吉 多気郡萩原村大字清滝 41番屋敷

角谷 嘉市 多気郡萩原村大字清滝 44番 屋敷

西山 丹次郎 多気郡萩原村大字清滝114番 地



角谷 畳太郎 多気郡萩原村大字清滝537番 地

角谷 善三郎 多気郡萩原村大字清滝5 81番地

村田 増藏 多気郡萩原村大字清滝8 72番 地

左近 治助 多気郡萩原村大字清滝901番地

角谷 松太郎 多気郡萩原村大字清滝6 50番 地

村田 勘助 多気郡萩原村大字清滝843番 地1

角谷 源治 多気郡萩原村大字清滝 5 65番 地


